
文書編さん保存規程

（趣旨等）

第1条 この規程は町が保有する文書について、分類、作成、保存及び廃棄その他の管理に関し必要な事項を

定めるものとする。

２ この規程において「文書」とは三宅町情報公開条例(平成12年条例第6号)第2条第2号に規定する公文書を

いう。

３ 文書は、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、町の有するその諸活動を現在及び将来

の町民に説明する責務が全うされるようにするため、適正な管理が行われなければならない。

４ 文書は、この規程の定めるところにより整理して保存し、紛失、火災、盗難等を防止するとともに常に活

用しうるようにしなければならない。

(文書管理所管課及び総括文書管理責任者の職務)

第2条 総務部総務課を文書管理所管課とし、総務課長を総括文書管理責任者とする。

2 総括文書管理責任者は、各課(三宅町事務分掌規則(平成25年3月三宅町規則第13号)に基づく課をいう。以

下同じ。)における文書の管理及び取扱いに関し必要な調査を行い、並びにその指導及び改善に努めなけれ

ばならない。

(文書主管課及び文書管理責任者の職務)

第3条 各課を文書主管課とし、各主管課長は文書管理責任者として、常に当該課における文書事務の円滑適

正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書管理主任)

第4条 文書事務を円滑適正に行うため、各課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、各主管課長が指名したものをもって充てる。

3 文書管理主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送の管理に関すること。

(2) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) 文書事務全体の改善指導に関すること。

(保存期間)

第5条 文書の保存期間は、次のとおり5種とする。

第1種 永年保存

第2種 30年保存

第3種 10年保存

第4種 5年保存

第5種 3年保存

第6種 1年保存

2 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算し、法令に定めがあるも

ののほか、（別表１）に定める保存期間の基準に基づき主管課長が定める。



3 年度は会計年度とする。

(完結文書の編さん)

第6条 文書が完結したときは、次の方法により編さんしなければならない。

(1) 文書分類表（別表２）により分類整理された簿冊等は、年度終了までに背表紙又は表紙に必要事項を

記入したラベルを貼り付け、所定箇所へ収納する。

(2) 編さんは、会計年度により区分し調製する。

(文書の廃棄)

第7条 保存の年限を経過し保存の必要のなくなった文書は、町長の決裁を経て廃棄しなければならない。

2 主管課長は、保存期間を経過した文書であっても、なお保存の必要があると認める場合は、総括文書管理

責任者と協議のうえ保存期間を延長して当該文書を保存することができる。

3 文書の廃棄は、裁断、焼却等により完全に行われなければならない。

(文書の整理)

第8条 文書を廃棄したとき又は紛失、き損したときはその理由を記した整理簿等を作成しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

2 すでに編さん保存されている文書は、当分の間、従前の例により保存する。

附 則(昭和62年規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則

（施行期日）

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

（施行期日）

この規程は、令和3年9月1日から施行する。



別表１

取扱方法
1 上記は全て「原本」に関する保存年限であり、原本箇所以外で保存する「控」や「写」については、活用期間に
より、1年ないし 3年とする。

2 「永年保存」または「30年保存」としたものは、保存年限が10年を超えた場合には随時保存年限を見直し、必

要があると認めるときは保存年限の変更を行う。



（別表２）

文書分類表（大分類-中分類）

中分類

大分類

Ａ 共通 庶務 経理 条例・規則 予算･決算

Ｂ 総務 庶務 法制 広報広聴 選挙 監査 電算 秘書 財産管理 エネルギー

Ｃ 企画 庶務 行政計画 都市計画 広域 統計 行政区域 契約管理

Ｄ 人事 庶務 任免 服務 給与 労務 厚生

Ｅ 財務 庶務 一般 予算決算 出納管理 税務

Ｆ 住民 庶務 戸籍 住基 外国人登録 印鑑登録 人権

Ｇ 生活環境 庶務 環境衛生 消防 防災 防犯

Ｈ 保険・医療 庶務 国民健康保険 国民年金 介護保険 保健 予防 医療

Ｉ 社会福祉 庶務 障害者 児童母子 高齢者 援護救護 社会福祉協議会 精神障害者

Ｊ 産業経済 庶務 商工業 観光 労働 消費者 農業 農業委員会

Ｋ 建設 庶務 道路橋梁 河川水路 建築 公営住宅 駅前広場

Ｌ 教育文化 庶務 学校教育 社会教育 社会体育 学術文化 幼児園 地域活動施設

Ｍ 上下水道 庶務 上水道 下水道

Ｎ 議会 庶務 議会 議事調査
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